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令和７年度 
教育・保育給付認定申請・入園申込 

について 
教育・保育給付に係る現況届 

 

１．教育・保育給付認定について 

幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)などを利用する場合、居住する市町村から教育・保育給付認定(１号

認定)を受ける必要があります。また、既に認定を受けている児童も、世帯状況の確認のため年に１度、現況届

を提出する必要があります。 

「新規で認定こども園の幼稚園機能分の利用を希望する方」や「現在認定こども園の幼稚園機能を利用し

ており、来年度も引き続き利用する方」はこの案内をよくご覧いただき、認定申請及び現況届の提出をお願いし

ます。 

 

○認定区分 

１号認定 

(教育認定) 

満３歳以上で、教育を希望する児童 

(教育時間外の預かり保育を利用する場合も含む) 

幼稚園 

認定こども園(幼稚園機能) 

２号認定 

(保育認定) 

保護者が「保育を必要とする事由」を有しており、 

保育を希望する満３歳以上の児童 

保育所 

認定こども園(保育所機能) 

小規模保育事業所 

事業所内保育事業所 

３号認定 

(保育認定) 

保護者が「保育を必要とする事由」を有しており、 

保育を希望する満３歳未満の児童 

 

 ○手続きの流れ（新規で利用する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月中旬 

２月上旬 

12 月 

４月 

○利用申込（認定申請) 

 入園希望の園に書類を提

出します。 

○入園内定（保留） 

 各園から入園内定(または

保留)の連絡があります。 

○教育・保育給付認定申請 

 各園をとおして、市に申請書

が提出されます。 

○１日入園 

各園から案内されます。 

○園と契約 

 各園から重要事項の

説明を受けた後、契約

を交わします。 

○教育・保育給付認定決定 

 市より支給認定証(または、

教育・保育給付認定決定通

知書)が送付されます。 

利用開始 

令和６年 10 月 登米市福祉事務所子育て支援課 

(認定こども園（幼稚園機能分 1号認定）を利用中・利用希望の方向け) 
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２．教育・保育給付認定申請について (新規で利用する方) 

新規で認定こども園（幼稚園機能）の利用を希望する方や他の認定こども園（幼稚園機能）に転園を希

望する方は下記の書類を提出してください。 

（１）必要書類 

①教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)兼施利用(調整)申込書 児童１人につき１部 

※裏面の「記載例」をよくお読みになり、漏れのないよう記載してください。 

 

②施設ごとに提出が必要な書類 

※施設によって必要書類が異なります。詳細は各施設へお問い合わせください。 

 

（２）申込方法 

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、入園を希望する認定こども園へ提出してください。 

受付期間 令和６年 １０月１５日（火）から １０月３１日（木）（土日は除く） 

※幼稚園機能分の入園は、定員になり次第締切です。（選考方法は各施設へお問い合わせください。） 

※施設によって受付時間が異なりますので、詳細は各施設へお問い合わせください。 

※各総合支所では受付できませんので、ご注意ください。 

 

３．現況届について(引き続き利用する方) 

既に認定こども園（幼稚園機能分）を利用しており、来年度も引き続き利用を希望する方は下記の書類を

提出してください。 

現況届は、現在の状況を確認するための届け出です。確認後、認定内容に変更がない場合、支給認定証

（または教育・保育給付認定決定通知書）の再交付は行いません。 
 

（１）必要書類 

①教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)兼施利用(調整)申込書 児童１人につき１部 

※裏面の「記載例」をよくお読みになり、漏れのないよう記載してください。 

 

②施設ごとに提出が必要な書類 

   ※施設によって必要書類が異なります。詳細は、各施設へお問い合わせください。 
 

（２）申込方法 

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、利用している認定こども園へ提出してください。 

 

受付期間 令和６年 １０月１５日（火）から １０月３１日（木）（土日は除く） 

 

※施設によって受付時間が異なりますので、詳細は各施設へお問い合わせください。 

※各総合支所では受付できませんので、ご注意ください。 
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●保育所や認定こども園(保育所機能)の併願を検討している方  
 

第１希望先の施設によって提出先や申請書類が異なります。下記をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※第１希望が A の施設で、第２・３希望が B の施設の際は、利用施設又は最寄りの総合支所で次年度入所

申請書類を受け取ってください。 
※認定こども園の保育所機能を希望する際は、○○○認定こども園(保)と記入してください。 

●登米市外に居住している方  

 

 施設を利用する際に必要な教育・保育給付認定は、居住する市町村(住民票のある市町村)で認定を行います。

そのため、市外に居住している方は居住する市町村へ教育・保育給付認定の申請を行ってください。 

 期限や提出書類は、市町村ごとの取り扱いになりますので、確認をしてください。 
 

●令和６年１月２日以降に登米市に転入した方  

 

令和６年１月１日時点で登米市に住民票がない場合、副食費等の判定に必要な課税状況を把握することがで

きません。令和６年度市町村民税額（所得割額）を確認できる書類（課税証明書や市町村民税・都道府県民

税額決定通知書など）を提出してください。申請書にマイナンバーの記載がある場合は提出の必要はありません。 
 

●マイナンバー制度について  

 

申請書にマイナンバーを記載することにより、課税証明書等の添付を省略できます。 

マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行い

ます。※祖父母等が代理で申請をする場合も、「申請する保護者」の番号と身元の確認を行います。 

 

 

 

 

４．注意事項 

対象者 申請する保護者(申請書の保護者氏名欄に記入されている方) 

確認書類 

(A・B のいずれかの書類) 

A マイナンバーカード 

B 以下の書類２点（写しでも可） 

①番号確認のため(どちらか１点) ②身元確認のため(１点) 

・マイナンバー通知カード 
運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書 

・マイナンバー記載の住民票 

幼稚園 

認定こども園(幼稚園機能) 

保育所 

認定こども園(保育所機能) 

小規模保育事業所 

事業所内保育事業所 

利用希望の施設へ直接提出。 

最寄りの総合支所で 

入所申請書類を受け取る。 

準備が整い次第、 

最寄りの総合支所へ提出。 

問い合わせ先：登米市福祉事務所子育て支援課 

南方町新高石浦 130番地（登米市南方庁舎 1階)  TEL：0220－58－5562 
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※
記
載
上
の
注
意
※

 
番
号
箇
所
は
漏
れ
な
く
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 ①
提
出
日

 

②
認
定
保
護
者
氏
名

(記
載
し
た
保
護
者
が
認
定
保
護
者
と
な
り
ま
す

) 

③
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
） 

④
認
定
者
番
号

(す
で
に
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
認
定
書
か
ら
転
記

) 

⑤
現
在
の
利
用
施
設

 
※
現
在
利
用
し
て
い
る
場
合
の
み
。
 

⑥
保
育
の
希
望
の
有
無

(幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園

(幼
)の
場
合

 無
に
〇

) 
⑦
利
用
希
望
期
間
（
入
園
か
ら
卒
園
ま
で
） 

⑧
希
望
施
設

(保
留
に
な
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
第
３
希
望
ま
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

) 

⑨
支
給
認
定
証
の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方
の
み
○
を
記
入

 

⑩
世
帯
状
況

 

⑪
⑧
で
第
２
、
３
希
望
施
設
に
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園

(保
)、
小
規
模
保
育
事
業
所
、

事
業
所
内
保
育
事
業
所
を
希
望
す
る
場
合
は
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
【4

.注
意
事
項

 

保
育
所
や
認
定
こ
ど
も
園

(保
)の
併
願
を
検
討
し
て
い
る
方
】を
確
認
。
 

⑫
税
情
報
の
閲
覧
等

(幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園

(幼
)の
場
合

 両
親
の
み
署
名

) 
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